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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第374号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により知事が指定する指定納付受託者は、次のと
おりとする。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

告　　　　　示

○地方自治法第231条の２の３第１項の規
定による指定納付受託者の指定　 （会計課）  543
○介護保険法に基づく指定市町村事務受託
法人の変更　 （高齢者支援課）  546
○生活保護法に基づく指定医療機関の指定
　 （地域福祉推進課）   〃
○生活保護法に基づく指定医療機関の変更
　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止
　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定医療機関の休止
　 （　　　〃　　　）  547
○生活保護法に基づく指定介護機関の変更
　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定施術機関の指定
　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定施術機関の廃止
　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の指定　 （　　　〃　　　）  548
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の変更　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の廃止　 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の休止　 （地域福祉推進課）  549
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定介護機関の変更　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定施術機関の指定　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定施術機関の廃止　 （　　　〃　　　）   〃
○落札者の決定　 （保健環境研究所）  550
○公共測量の実施　 （用地課）   〃
○港湾施設の供用廃止　 （港湾企画課）   〃

公　　　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届
出　 （中丹広域振興局）   〃
○ＺＥＴ－ｖａｌｌｅｙオフィス（仮称）
の施設活用団体の募集　 （産業振興課）  551
○土地改良区の定款変更の認可　 （山城広域振興局）   〃
○土地改良事業計画の変更認可　 （　　　〃　　　）   〃
○都市計画法に基づく工事完了
  （山城北土木事務所、南丹土木事務所）  552

選挙管理委員会

○公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程　   〃
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名称 住所又は事務所の所在地 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等 指　定
年月日

京銀カードサービス株式
会社

京都市下京区烏丸通七条下る
東塩小路町731

京都スタジアム寄附金
令
 4. 4. 1

府立医科大学、府立大学の教育・研究環境整備に係る寄
附金

文化財を守り伝える京都府基金寄附金

京都府母校応援ふるさと寄附基金寄附金

手数料のうち京都府警察が処理する事務に係るもの（以
下「警察手数料」という。）

京都版市町村連携型ふるさと納税

ドナルド・マクドナルド・ハウス京都開設資金寄附金

京都クレジットサービス
株式会社

〃 京都スタジアム寄附金 〃

文化財を守り伝える京都府基金寄附金

京都府母校応援ふるさと寄附基金寄附金

府立医科大学、府立大学の教育・研究環境整備に係る寄
附金

京都版市町村連携型ふるさと納税

ドナルド・マクドナルド・ハウス京都開設資金寄附金

株式会社トラストバンク 東京都品川区上大崎三丁目１
の１

文化財を守り伝える京都府基金寄附金 〃

ｉＰＳ細胞による再生医療等の技術開発応援プロジェク
ト寄附金

京都版市町村連携型ふるさと納税

ＰａｙＰａｙ株式会社 東京都千代田区紀尾井町１の
３

京都府立体育館条例（昭和46年京都府条例第21号）別表
の２の表に掲げるトレーニング場の使用料

〃

京都府立郷土資料館条例（昭和57年京都府条例第18号）
別表の１の表に掲げる展示室観覧料

京都府立農芸高等学校及び京都府立海洋高等学校に係る
生産物売払収入

京都版市町村連携型ふるさと納税

ＳＢペイメントサービス
株式会社

東京都港区海岸一丁目７の１ スマート申請サービスを利用して納付する手数料及び当
該申請に係る書類の送付に要する費用

〃

京都版市町村連携型ふるさと納税

株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山５の１の22
　青山ライズスクエア

警察手数料  4. 5. 1

三菱ＵＦＪニコス株式会
社

東京都文京区本郷三丁目33の
５

なし 〃
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株式会社寺岡精工 東京都大田区久が原五丁目13
の12

京都府府税条例（昭和25年京都府条例第42号）第118条
に規定する狩猟税（以下「狩猟税」という。）

 4. 6. 1

手数料

京都府立都市公園条例（昭和33年京都府条例第16号）別
表の２の（その３）の表に掲げる使用料（以下「都市公
園使用料」という。）

京都府立自然公園条例（昭和38年京都府条例第25号）別
表行商、募金、案内その他これらに類するものの項、写
真の撮影の項、映画の撮影の項及び集会、競技会、展示
会、博覧会その他これらに類するものの開催の項に掲げ
る使用料（以下「自然公園使用料」という。）

インタセクト・コミュニ
ケーションズ株式会社

東京都千代田区神田小川町三
丁目１

狩猟税  4. 8.23

手数料

都市公園使用料

自然公園使用料

株式会社日本決済情報セ
ンター

東京都港区虎ノ門三丁目８の
27

狩猟税 〃

手数料

都市公園使用料

自然公園使用料

三井住友カード株式会社 大阪市中央区今橋四丁目５の
15

警察手数料 〃

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２
の１

〃  4. 8.25

株式会社ＤＧフィナン
シャルテクノロジー

東京都渋谷区恵比寿南三丁目
５の７

狩猟税  4. 8.31

手数料

文化財を守り伝える京都府基金寄附金

株式会社アイモバイル 東京都渋谷区渋谷三丁目26の
20　関電不動産渋谷ビル８階

京都版市町村連携型ふるさと納税  5. 9.13

楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
の１

〃  5. 9.27

株式会社ＮＴＴデータ 東京都江東区豊洲三丁目３の
３

京都府手数料徴収条例施行規則（平成12年京都府規則第
３号）別表第１の74の項から78の項までに掲げる手数料

 5. 9.28
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京都府告示第377号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から変更の届出が
あった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第378号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第375号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第24条の２第１
項に規定する指定市町村事務受託法人から、次のとおり
変更の届出があった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

事務所の名称及び所在地
指定申請者の名称及び主
たる事務所の所在地並び
に代表者の氏名

変更年月日

新

社会福祉法人京都福祉
サービス協会西七条ケ
アマネステーション
京都市下京区西七条八
幡町29

社会福祉法人京都福祉サ 
ービス協会
京都市中京区壬生御所ノ
内町39の５
理事長　宮路　博

令

 6. 7. 1

旧

社会福祉法人京都福祉
サービス協会　西七条
事務所
京都市下京区西七条八
幡町29

京都府告示第376号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より、指定医療機関を次のとおり指定した。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第379号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から休止の届出が
あった。

京  都  府  公  報

京都府告示第381号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の
規定により、指定施術機関を次のとおり指定した。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第382号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に
おいて準用する同法第50条の２の規定により、次のとお
り指定施術機関から廃止の届出があった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第380号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から変更の届出があった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

本号240726E.indd   547本号240726E.indd   547 2024/07/25 木   13:42:062024/07/25 木   13:42:06



令和６年７月26日　金曜日　　　

548

京  都  府  公  報

本号240726E

京都府告示第385号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から廃止の届出があった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第383号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指
定した。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第384号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から変更の届出があった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第386号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から休止の届出があった。

京都府告示第388号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第１項の規定により、指定施術機関を次のと
おり指定した。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第389号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第２項において準用する同法第50条の２の規
定により、次のとおり指定施術機関から廃止の届出が
あった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第387号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から変更の届出があった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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　　令和６年７月１日から令和７年10月31日まで
３　測量の種類
　　公共測量（４級基準点測量）

京都府告示第392号

　舞鶴港における港湾法（昭和25年法律第218号）第２
条第５項に規定する港湾施設で、令和６年７月26日から
供用を廃止するものの概要は、次のとおりである。

　令和６年７月26日
舞鶴港港湾管理者　京都府　　　　　　　　
代表者　京都府知事　西　脇　　隆　俊　

供用を廃止する施設

種　類 位　　　置 名　　称 数量及び能力

固定式
荷役機
械

舞鶴市字喜多
水平引込式
ジブクレー
ン

数量 ２基
能力 定格荷重
 10トン

　公　　　　告　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　ダイレックス株式会社
　　　佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
　　　代表取締役　五味　肇
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　ダイレックス福知山店
　　　福知山市篠尾新町三丁目88番ほか
　⑶　変更の内容

京都府告示第390号

　落札者を次のとおり決定した。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　業務の名称及び数量
　　イオンクロマトグラフ誘導結合プラズマ質量分析計
賃貸借　一式
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府保健環境研究所企画連携課
　　京都市伏見区村上町395
３　落札決定日
　　令和６年７月１日
４　落札者の名称及び所在地
　　三菱ＨＣキャピタル株式会社京都支店
　　京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10番地
５　落札金額
　　21,723,240円
６　契約の方法
　　一般競争入札
７　入札公告日
　　令和６年５月17日

京都府告示第391号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である独立行政法人都
市再生機構西日本支社長から通知があった。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　京都市右京区嵯峨北堀町地区の一部
２　測量の期間
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間構築業務
　⑵　オフィス、会議スペース等の利用・賃貸に関する
業務

　⑶　スタートアップ企業の創業・集積拠点としての支
援業務

　⑷　産学官住連携支援業務
４　施設活用団体の資格
　　募集要項に記載した資格要件を満たすこと。
５　応募の手続
　⑴　応募書類
　　　申請書、施設運営計画書その他募集要項で指定す
る書類

　⑵　募集期間
　　　令和６年７月26日（金）から令和６年９月９日（月）
まで

　⑶　提出方法等
　　　募集要項において定めるところによる。
６　選定の方法
　　提出された応募書類をもとに外部有識者から意見を
聴取した上で、商工労働観光部公募型プロポーザル方
式選定会議にて候補者の選定を行う。
７　その他
　⑴　この募集に関する詳細は、京都府商工労働観光部
産業振興課のホームページ（

）において定め
るところによる。

　　　募集要項については、京都府商工労働観光部産業
振興課において、令和６年７月26日（金）から配布
する。

　⑵　問合せ先
　　　京都府商工労働観光部産業振興課特区・イノベー
ション推進係

　　　電話番号（075）414-4849

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の
規定により、梅谷土地改良区の定款の変更を令和６年７
月18日認可した。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項に
おいて準用する同法第10条第１項の規定により、次の土
地改良事業計画の変更については、令和６年７月18日認
可した。

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗を設置
する者の名
称及び住所
並びに代表
者の氏名

ダイレック
ス株式会社
佐賀市高木
瀬町大字長
瀬930番地
代表取締役
多田　高志

ダイレック
ス株式会社
佐賀市高木
瀬町大字長
瀬930番地
代表取締役
五味　肇

令
 6. 3. 1 設置者の代表

者交代のため

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の名
称及び住所
並びに代表
者の氏名

ダイレック
ス株式会社
佐賀市高木
瀬町大字長
瀬930番地
代表取締役
多田　高志

ダイレック
ス株式会社
佐賀市高木
瀬町大字長
瀬930番地
代表取締役
五味　肇

〃 小売業者の代
表者交代のた
め

２　届出年月日
　　令和６年７月５日
３　縦覧場所
　　京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
４　縦覧期間
　　令和６年７月26日から令和６年11月26日まで
５　意見書の提出先
　　京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課

　ＺＥＴ－ｖａｌｌｅｙオフィス（仮称）の管理運営に
ついて、施設活用団体を次のとおり募集する。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の概要
　⑴　名称
　　　ＺＥＴ－ｖａｌｌｅｙオフィス（仮称）
　⑵　所在地
　　　向日市寺戸町山縄手21番１、22番１、22番２及び
22番90

　　　※　京都銀行ＪＲ向日町駅前ビル（仮称）の３階
部分

　⑶　規模
　　　契約面積　401.25平方メートル（121.38坪）
２　貸付期間（予定）
　　契約締結日から令和12年３月31日まで
　　※　更新の可能性あり
３　施設活用団体が行う主な業務
　⑴　スタートアップ企業の創業・集積拠点としての空
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　別表３社会福祉法人清和園サービス付き高齢者向け住
宅鳥羽十条南の項の次に次のように加える。

ＳＯＭＰＯケア株式会社有料
老人ホームそんぽの家Ｓ西大
路八条

同　　南区吉祥院西ノ庄東
屋敷町16の１

ＳＯＭＰＯケア株式会社有料
老人ホームそんぽの家Ｓ東寺

同　　南区唐橋琵琶町27

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

土 地 改 良 事 業 の 名 称 地　　　区

梅谷土地改良区営土地改良事業（維持管
理事業） 梅 谷

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和６年７月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　宇治市小倉町堀池53から55まで、市有地
　　　（関連区域）
　　　宇治市小倉町堀池39の２の一部、39の13の一部、
39の15の一部、市有地

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　京都市下京区河原町通五条東入御影堂町５
　　　京都建物株式会社
２⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　南丹市八木町大藪折戸８
　　　（関連区域）
　　　南丹市八木町大藪折戸４の１の一部、４の19の一
部、市有地

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　　南丹市八木町大薮田中13
　　　廣瀨　恭伸

選 挙 管 理 委 員 会

　公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程をここに
公布する。

　　令和６年７月26日
　　　　京都府選挙管理委員会
　　　　　委員長　多　賀　　久　雄

京都府選挙管理委員会規程第５号

公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程

　公職選挙事務執行規程（昭和40年京都府選挙管理委員
会規程第１号）の一部を次のように改正する。
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